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し
た
。
そ
し
て
、
国
労
の
先

輩
が
他
労
組
の
若
手
に
も
信

頼
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
相
談

さ
れ
れ
ば
何
で
も
一
緒
に
考

え
て
く
れ
る
姿
な
ど
を
実
際

に
見
て
き
ま
し
た
。

　

一
年
が
経
過
し
、
組
合
を

考
え
た
時
に
、
入
る
な
ら
国

労
の
方
が
良
い
の
で
は
と
考

え
、
声
を
か
け
ら
れ
た
事
も

あ
り
、
加
入
を
決
め
ま
し
た
。

　

歓
迎
会
は
、
長
谷
川
分
会

長
か
ら
歓
迎
の
言
葉
が
述
べ

ら
れ
、
続
い
て
宮
﨑
東
日
本

本
部
副
委
員
長
、
大
沼
仙
台

地
本
委
員
長
か
ら
も
歓
迎
の

言
葉
と
分
会
の
取
り
組
み
に

対
す
る
お
礼
が
述
べ
ら
れ
ま

し
た
。
そ
し
て
、
湯
浅
東
日

本
工
務
協
議
長
の
乾
杯
へ
と

進
み
ま
し
た
。

　

大
友
さ
ん
か
ら
は
、「
一

年
間
見
て
き
て
国
労
に
入
る

事
を
決
め
ま
し
た
。
よ
ろ
し

く
お
願
い
し
ま
す
」
と
若
い

女
性
ら
し
く
明
る
く
元
気
な

あ
い
さ
つ
が
さ
れ
、
歓
迎
会

は
嬉
し
さ
を
分
か
ち
合
う
も

の
と
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
参
加
者
全
員
か
ら

歓
迎
の
言
葉
も
述
べ
ら
れ
、

全
員
が
、「
大
友
さ
ん
に
続

く
仲
間
を
絶
対
に
作
っ
て
い

く
」
と
決
意
を
新
た
に
し
て

い
ま
し
た
。

　

最
後
は
大
友
さ
ん
が
《
初

め
て
》
と
い
う
、
団
結
が

ん
ば
ろ
う
で
締
め
ら
れ
、
二

次
会
へ
と
進
ん
で
い
き
ま
し

た
。

　

戦
後
70
年
を
迎
え
た
憲
法

記
念
日
の
５
月
３
日
、
横
浜
・

臨
港
パ
ー
ク
に
お
い
て
、「
平

和
と
い
の
ち
と
人
権
を
！

５
・
３
憲
法
集
会
〜
戦
争
・

原
発
・
貧
困
・
差
別
を
許
さ

な
い
〜
」
が
開
催
さ
れ
、
国

労
東
日
本
本
部
か
ら
も
参
加

を
し
ま
し
た
。

　

集
会
の
呼
び
掛
け
人
の
ひ

と
り
で
あ
る
作
家
の
大
江
健

三
郎
氏
は
、
安
倍
首
相
が
米

国
議
会
で
行
っ
た
集
団
的
自

衛
権
行
使
に
つ
い
て
の
演
説

を
「
日
本
人
の
承
諾
・
賛
同

を
得
た
こ
と
は
な
い
」
と
強

く
批
判
。
配
付
さ
れ
た
パ
ン

フ
に
載
せ
ら
れ
た
「『
私
た

ち
は
、『
平
和
』
と
『
い
の

ち
の
尊
厳
』
を
基
本
に
、
日

本
国
憲
法
を
守
り
、
生
か
し

ま
す
。
集
団
的
自
衛
権
の
行

使
に
反
対
し
、
戦
争
の
た
め

の
す
べ
て
の
法
制
度
に
反
対

し
ま
す
』
と
い
う
言
葉
が
私

た
ち
の
考
え
方
の
根
本
に
あ

る
」
と
呼
び
か
け
ま
し
た
。

　

会
場
は
３
万
人
を
越
え
る

参
加
者
（
主
催
者
発
表
）
で

埋
め
尽
く
さ
れ
、「
憲
法
を

守
ろ
う
！
」
と
い
う
思
い
で

ま
と
ま
り
ま
し
た
。

　

５
月
１
日
、
東
京
・
日
比

谷
野
外
音
楽
堂
に
お
い
て
、

全
労
協
を
中
心
と
し
た
実
行

委
員
会
主
催
に
よ
る
第
86
回

日
比
谷
メ
ー
デ
ー
が
開
催
さ

れ
ま
し
た
。

　

会
場
に
は
約
７
０
０
０

人
（
主
催
者
発
表
）
が
集
結
、

「
働
く
者
の
団
結
で
生
活
と

権
利
、
平
和
と
民
主
主
義
を

守
ろ
う
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
、

労
働
法
制
改
悪
反
対
・
原
発

再
稼
働
反
対
・
集
団
的
自
衛

権
行
使
反
対
な
ど
を
柱
と
し

て
、
全
て
の
労
働
者
の
団
結

と
、
暴
走
す
る
安
倍
政
権
に

対
す
る
反
対
の
声
を
上
げ
ま

し
た
。

　

実
行
委
員
長
を
務
め
た
東

京
地
本
鎌
田
委
員
長
が
主
催

者
を
代
表
し
て
挨
拶
を
行
い

「
メ
ー
デ
ー
に
結
集
し
た
皆

様
の
力
で
、
働
く
者
の
生
活

と
権
利
、
国
際
連
帯
の
強
化
、

世
界
恒
久
平
和
を
守
る
た
め

共
に
頑
張
り
ま
し
ょ
う
」
と

訴
え
ま
し
た
。

　

集
会
後
の
デ
モ
行
進
で

は
、
参
加
し
た
多
く
の
国
労

組
合
員
が
シ
ュ
プ
レ
ヒ
コ
ー

ル
を
上
げ
な
が
ら
ア
ピ
ー
ル

を
行
い
ま
し
た
。

　

５
月
２
日
、
仙
台
地
本
・

山
形
連
合
分
会
は
国
労
加
入

さ
れ
た
大
友
麻
美
さ
ん
（
４

月
10
日
加
入
）
の
加
入
歓
迎

会
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

大
友
さ
ん
は
昨
年
４
月
に

入
社
後
、
未
加
入
で
、
ま
ず

は
仕
事
を
覚
え
る
事
を
基
本

に
、
組
合
に
関
係
な
く
教
え

ら
れ
な
が
ら
努
力
し
て
き
ま

　

新
年
度
に
入
り
、
４
月
10
日
に
仙
台
地
本
・
山
形
県
支
部
で
23
才
の
女
性
社
員
が
加

入
。続
く
４
月
28
日
に
は
仙
台
地
本
・
福
島
県
支
部
で
36
才
、５
月
１
日
に
は
高
崎
地
本
・

前
橋
支
部
で
60
才
、
同
日
に
は
千
葉
地
本
・
千
葉
支
部
で
55
才
の
仲
間
の
加
入
と
連
続

し
た
拡
大
が
図
ら
れ
て
い
ま
す
。
引
き
続
き
、
組
織
拡
大
に
全
力
を
挙
げ
ま
し
ょ
う
！

　

今
号
は
、
①
山
形
県
支
部
加
入
歓
迎
会
、
②
メ
ー
デ
ー
、
③
５
・
３
憲
法
集
会
、
④

Ｊ
Ｒ
東
日
本
会
社
よ
り
示
さ
れ
た
「
住
環
境
制
度
の
改
正
に
つ
い
て
」
の
内
容
を
掲
載

し
ま
す
。
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　社員の持家取得を促進するとともに、社宅利用者と社宅以外に居住する社員の受益格差の是正、及び社宅の利用機会均等を

推進するため、段階的に住環境に関する制度を改正する。

　平成 27年 4月 1日　・所有住宅支援一時金 20万円の新設
　　　　　　　　　　　・賃貸住宅援助金の地域区分の変更
　　　　　　　　　　　・住宅ローン支援対象融資の制限廃止
　　　　　　　　　　　・住宅ローン支援対象者の拡大
　　　　　　　　　　　・財形（住宅）貯蓄支援項目追加
　平成 28年 4月 1日　・社宅及び寮の使用料金の定期的な見直し（初回）
　　　　　　　　　　　・一部の社宅使用料金に設備費相当を加算
　　　　　　　　　　　・社宅及び寮の使用料金地域区分の変更
　平成 34年 4月 1日　・社宅居住期間制限（15年）の導入
　　　　　　　　　　　・賃貸住宅援助金の給付期間制限（15年）の導入

　国労東日本本部は４月２１日、住環境制度の改正について、ＪＲ東日本より説明を受けました。
　今回の改正は、「社員の持家取得を推進するとともに、社宅利用者と社宅以外に居住する社員の受益格差の是正、及び社宅の
利用機会均等を推進するため、段階的に住環境に関する制度を改正する。」とし、具体的には「１　住宅援助金制度の改正」、「２
　住宅ローン支援制度の改正」、「３　カフェテリア・プラン制度の改正」、「４　社宅制度の改正」、の改正を行うとしています。
また、実施時期については、早いものでは平成２７年４月１日に遡り実施するとしています。
　国労東日本本部としては、社員・家族の生活設計に直結する住環境という重大な問題であるとともに、不明な点も多いこと
から、解明も含めてＪＲ東日本会社に求めていくこととします。

　（1） 社宅居住期間制限（15年）の導入
　　　　　　　　　　　　　　　　（実施日：平成 34年 4月1日）
　　　原則として昭和62年 4月以降の社宅居住期間を通算し、15
　　　年に達する日の属する年度末までとする。ただし、以下の特
　　　例措置を講ずる。
　　　　①転勤に伴う持家からの転居の場合、適用除外
　　　　②転勤に伴う社宅からの転居の場合、7年間の期間延長
　　　　　が可能
　　　　③社会通念上期間延長が必要と認めた場合、必要な期間
　　　　　延長が可能
　　　※②、③の場合、延長期間の使用料金につき、特例傾斜家
　　　　賃（35歳以上１.５倍、40歳以上２.０倍、45歳以上２.５
　　　　倍、50歳以上３.０倍）を適用する。
　（2）社宅及び寮の使用料金の定期的な見直し
　　　　　　　　　　　　　　　　（実施日：平成28年 4月1日）
　　　3年毎に消費者物価指数の変動状況等を勘案し、使用料金
　　　の見直しをする。
　（3）一部の社宅使用料金に設備費相当を加算
　　　　　　　　　　　　　　　　（実施日：平成28年 4月1日）
　　　社宅間の設備相違による不公平感を是正するため、昭和 62
　　　年 4月以降設置された社宅の使用料金に1,000 円／月を加
　　　算する。
　（4）社宅及び寮の使用料金地域区分の変更
　　　　　　　　　　　　　　　　（実施日：平成28年 4月1日）
　　　社宅及び寮の使用料金地域区分を、第1項第3号の賃貸住
　　　宅援助金及び住宅ローン支援の地域区分に統一する。
　　　※平成28年 4月1日以降の入居者から適用

　（1） 所有住宅支援一時金20万円の新設
　　　　　　　　　　　　　　　　（実施日：平成27年 4月1日）
　　　新たに持家を購入し、所有住宅援助金を初めて申請する者に
　　　支給する。
　（2） 賃貸住宅援助金の給付期間制限（15年）の導入
　　　　　　　　　　　　　　　　（実施日：平成 34年 4月1日）
　　　給付期間を通算し、15年（180ケ月）までとする。
　（3） 賃貸住宅援助金の地域区分の変更
　　　　　　　　　　　　　　　　（実施日：平成27年 4月1日）
　　　賃貸住宅援助金及び住宅ローン支援の特定給付地域の区分
　　　を統一する。※特定地域の拡大

1　住宅援助金制度の改正

　（1） 対象融資の制限廃止
　　　フラット35等の公的住宅融資も支援の対象とする。
　（2） 対象者の拡大
　　　寮に居住する単身赴任者も住宅ローン支援の対象者とする。

2　住宅ローン支援制度の改正　（実施日：平成27年4月1日）

　（1） 財形（住宅）貯蓄支援項目追加
　　　財形（住宅）貯蓄加入者にカフェテリア・プラン30ポイント
　　　使用で3,000円／年を支援する。

3　カフェテリア・プラン制度の改正　（実施日：平成27年4月1日）

4　社宅制度の改正

5　実施時期


